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●平成２９年１月１２日第６回会議で議論いただく内容について事前に連絡させていただきます。 

 

第６回会議の予定 

 

【議題１】新火葬場の施設について 

○ 第４回、第５回会議に引き続き、新火葬場施設の機能から敷地面積を検討します。前回の議

論を踏まえて提示される、新たな配置モデルＣ、Ｄ、Ｅをもとに意見をいただきます。 

 

 

参考：第５回会議（１２月１日）の内容 

・新火葬場施設を将来建て替えることになった時に備え、新火葬場施設を稼働しながら同じ敷地に建て替えられる

だけの広さを確保するのであれば、配置モデルの駐車場の広さでは、建て替え中の駐車場が確保できないのでは。

（この意見に対し、少しずつ建物を解体しながら同じ敷地に建て替えた、愛知県岡崎市の事例が紹介されました。） 

・葬儀場は１００名も収容するものは必要ないが、家族葬が多くなっていることからぜひとも作ってほしい。 

・かなり広い敷地がいる。変形した土地であっても、そこがよいとなればそこに作らなければならないのだから、

敷地の選定と一緒に考えては。 

・配置モデルには議論したことが網羅されている。斜面があるかもしれないし、山を切り取ることになるかもしれ

ないが、基本的にこの考え方で十分である。 

・まだ先の問題かと思うが、大型炉の設置についても考えなければならない。 

・平屋建てとするか２階建てとするかは敷地の問題である。平屋建てとしたほうが動線はスムーズであり、エレベ

ーターやエスカレーターといったメンテナンスの費用がかかる設備も必要ない。 

・葬儀場は家族葬ならば２０人か３０人収容できればよく、ｌ００人収容できるものを設けると空きが大きくなる。

１００人収容できる広さを確保するならば、半分にして使えるように間仕切りが必要では。 

・建物にこれだけの部屋がいるのだから、これだけの面積がいるということが議論の中身であり、細かい話をして

も仕方がない。 

・配置モデルＢがよいと思うが、この葬儀場では家族葬には広すぎる。新火葬場施設の葬儀場で行うほうが事業者

の葬儀場で行うよりも安価になると思う。３０人ぐらい収容する葬儀場はほしい。 

・市役所から１０分といった候補地の位置の条件を設けると、広い敷地は確保できない。２０分、３０分かかって

も遠いとは感じない。 

・玄関にかかる大屋根をさらに広げたり、駐車場を建物に近づけたりする。飛驒の風土を考えると駐車場に上屋根

をかけたほうがよい。 

・火葬炉、待合室、告別・収骨室がいずれも４つ設置されているのは、利用が集中する１１時から１４時までの時

間帯にも、希望どおりに利用できる施設とするため。集中した時間帯でできるだけ、ご遺族の希望する時間に火

葬できるようにしたい。 

・葬儀場を作るか作らないか。作るならば５０人か１００人か。いずれにしても維持費を考慮しながらどうするの

かが大事である。 

・多治見市・華立やすらぎの杜は６基の火葬炉が設置され、葬儀場が併設されているのに対し、配置モデルは４基
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の火葬炉が設置されている。多治見市・華立やすらぎの杜をコンパクトにした感じが、高山市にふさわしいので

は。配置モデルＢを少しコンパクトにし、１０，０００平方メートルルぐらいの土地が確保できれば、希望する

施設が建設できることを委員皆で共有するとよい。 

・他市の火葬場に併設された葬儀場が利用料金をおよそ５０，０００円としていることから、それほど安価に葬儀

ができるようにはならないのではないか。高山市には家族葬を行える葬儀場がたくさんある。ほしいかほしくな

いかではなく、必要かどうかを議論したほうがよい。広い土地の確保は容易ではないことも考え、新火葬場施設

に葬儀場は必要ない。 

・葬儀場はあったほうがよい。市民の考えとして、火葬と同じ場所で家族葬を行いたいという考えは理解できる。

市民の利便性を無視してはいけない。他の都道府県から来た遺族が、あちこちに移動しなくても済む配慮を、市

はするべき。費用のことは分けて考えたほうがよい。皆様が利用しやすいという基本方針に基づくものだ。 

・他市の火葬場において、火葬に対する併設の葬儀場の利用件数にばらつきがみられる。葬儀場を作るか作らない

かは微妙な問題であり、拙速に決めるのはどうかと思う。 

・家族葬を寺院で行うことも出てくるのでは。葬儀場は必要と思うが、それはコンパクトなもの。北アルプス連峰

といった山もあり、不慮の事故によって他の都道府県の者が利用する可能性もある。 

・将来、建て替えの時期を迎えた事業者の葬儀場が廃止されることになった場合を考えると、新火葬場施設にはそ

れに対応できる広さが必要では。 

・新火葬場施設が建設されれば近くに事業者が葬儀場を建設するかもしれない。葬儀場は現在ある事業者に任せる

ほうがよい。 

・葬儀場がまちなかにあれば利用する気になるが、新火葬場施設を郊外に建設して葬儀場を設けた場合、利便性は

あるのか。葬儀場をどれだけ利用するかは立地にも左右される。 

 

※詳細については議事録を確認いただきますようお願いします。 

以上 


